
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和６年５月２１日（火）    ８：２１～８：３２ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

松 本 剛 明 国務大臣（総務大臣） 

小 泉 龍 司 国務大臣（法務大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

盛 山 正 仁 国務大臣（文部科学大臣） 

武 見 敬 三 国務大臣（厚生労働大臣） 

坂 本 哲 志 国務大臣（農林水産大臣） 

齋 藤 健 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

伊 藤 太郎 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

木 原 稔 国務大臣（防衛大臣） 

林 芳 正 国務大臣（内閣官房長官） 

河 野 太 郎 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

土 屋 品 子 国務大臣（復興大臣） 

松 村 祥 史 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

加 藤 鮎 子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

新 藤 義 孝 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

自 見 はなこ 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：村 井 英 樹 内閣官房副長官 

森 屋 宏 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

〇一般案件 ２件 

〇国会提出案件 ７件 

〇公布（法律） ７件 

〇政令 ３件 

○人事        ３件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解となった。 
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議事内容： 

○林国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。

まず、閣議案件について、森屋副長官から御説明申し上げます。 

○森屋内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「環境基本計画の

変更」について、御決定をお願いいたします。本件につきましては、後程、環境大

臣から御発言があります。

次に、「ロシア国」及び「ギリシャ国」駐日特命全権大使の接受について、御決定

をお願いいたします。本件は、２３日、信任状捧呈の予定であります。

次に、「令和５年度予備費使用総調書等を国会に提出すること」について、御決定

をお願いいたします。本件は、財政法に基づき、予備費の使用調書等の事後承諾を

求めるものであります。

次に、質問主意書に対する答弁書５件について、お手元の資料のとおり、御決定

をお願いいたします。

次に、法律の公布について、御決定をお願いいたします。「道路交通法の一部改正

法」外６件が、１７日の参議院本会議において、可決成立したものであります。　　

次に、政令３件について、御決定をお願いいたします。「マイナンバー法施行令」、

「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務法施行令」及び「住

民基本台帳法施行令等」の各一部改正令は、マイナンバー法等の一部の施行に伴い

国外転出者に係るマイナンバーカードの交付手続等、所要の規定の整備を行うもの

であります。

次に、人事案件について、申し上げます。まず、鈴木財務大臣が、Ｇ７財務大臣・

中央銀行総裁会議出席等のため、明日から２６日まで、海外出張されますので、御

了解をお願いいたします。

次に、外務大臣政務官穂坂泰に、エルサルバドル国大統領就任式典に参列する特

派大使を命じ、同大使に交付すべき信任状に認証を仰ぐことについて、御決定をお

願いいたします。

次に、和久田昌宏外１２９名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたしま

す。なお、元衆議院議員愛知和男を、従三位に叙するものがあります。

○林国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、環境大臣。

〇伊藤国務大臣：環境基本計画は、環境基本法に基づき、環境の保全に関する総合的

かつ長期的な施策の大綱等を定めるものです。本計画の変更においては、現在及び

将来の国民一人一人の「ウェルビーイング／高い生活の質」の向上を環境政策の最

上位の目的に掲げ、直面する気候変動、生物多様性の損失、汚染の３つの危機に対

し、早急に経済社会システムの変革を図り、環境の収容力を守り質を上げることに

より経済社会が成長・発展できる、新しい資本主義の具現化ともいえる循環共生型

社会の実現を打ち出しました。関係閣僚の皆様におかれましては、本計画の実現に

向け、政府一体となって各種関係政策に積極的に取り組んでいただくようお願いい

たします。

〇林国務大臣：次に、国土交通大臣。
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〇斉藤国務大臣：北海道旅客鉄道株式会社外８社の代表権を有する会長及び社長につ

いて、近く開催される各社の取締役会において、別紙のとおり決議される予定です

が、その決議をそれぞれ認可いたしたいので、御了解願います。 
〇林国務大臣：次に、内閣総理大臣から御発言がございます。 
〇岸田内閣総理大臣：鈴木大臣は、海外出張いたしますが、その出張不在中、松本大

臣を財務大臣の臨時代理とすることといたします。 
〇林国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 
なお、海外出張された新藤大臣の帰朝報告は、お手元の資料のとおりです。 
御発言はございますか。 
無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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別 添 

令和６年 

５月 21日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ○ 環 境 基 本 計 画 の 変 更 に つ い て （ 決 定 ） （ 環 境 省 ） 

☆ ロ シ ア 国 特 命 全 権 大 使 ニ コ ラ イ ・ ス タ ニ ス ラ ヴ ォ 

ヴ ィ チ ・ ノ ズ ド リ ェ フ 外 １ 名 の 接 受 に つ い て 

（ 決 定 ）              （ 外 務 省 ） 

 

◎ 国 会 提 出 案 件   

1. 令 和 ５ 年 度 一 般 会 計 予 備 費 使 用 総 調 書 及 び 各 

○   省 各 庁 所 管 使 用 調 書 （ そ の ２ ） 

  1. 令 和 ５ 年 度 特 別 会 計 予 算 総 則 第 ２ １ 条 第 １ 項 

の 規 定 に よ る 経 費 増 額 総 調 書 及 び 各 省 各 庁 所 

管 経 費 増 額 調 書 

を 事 後 承 諾 を 求 め る た め 国 会 に 提 出 す る こ と に つ 

い て （ 決 定 ）            （ 財 務 省 ）     

1. 衆 議 院 議 員 櫻 井 周 （ 立 憲 ） 提 出 デ フ レ 脱 却 担 

当 大 臣 の 廃 止 と イ ン フ レ 対 策 担 当 大 臣 の 設 置 

に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）          （ 内 閣 府 本 府 ） 

〃  ○  1. 参 議 院 議 員 浜 田 聡 （ Ｎ 党 ） 提 出 内 閣 府 の 「 再 

生 可 能 エ ネ ル ギ ー 等 に 関 す る 規 制 等 の 総 点 検 

タ ス ク フ ォ ー ス 」 等 の 私 的 諮 問 機 関 の 構 成 員 

の 国 籍 等 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い 

て （ 決 定 ）           （ 総 務 省 ） 

   1. 参 議 院 議 員 浜 田 聡 （ Ｎ 党 ） 提 出 岸 田 内 閣 が 推 

し 進 め る Ｅ Ｂ Ｐ Ｍ を 実 践 す る 上 で 必 要 不 可 欠 

で あ る 政 府 職 員 の 統 計 に 関 す る 専 門 性 に 関 す 

る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） 

（ 同 上 ） 

1. 参 議 院 議 員 神 谷 宗 幣 （ 無 所 属 ） 提 出 自 動 車 Ｅ 

Ｖ 化 を 巡 る 我 が 国 の 政 策 に 関 す る 質 問 に 対 す 

る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  （ 経 済 産 業 省 ） 

（ 火 ）  閣 議 案 件  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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1. 参 議 院 議 員 神 谷 宗 幣 （ 無 所 属 ） 提 出 エ ネ ル ギ 

ー 供 給 基 盤 事 業 へ の 外 国 企 業 参 入 及 び 自 然 エ 

ネ ル ギ ー 財 団 の 関 与 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 

弁 書 に つ い て （ 決 定 ）    （ 経 済 産 業 省 ） 

 

          ◎ 公 布 （ 法 律 ） 

     1. 道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 決 定 ） 

☆  1. 自 動 車 の 保 管 場 所 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 の 一 

部 を 改 正 す る 法 律 （ 決 定 ） 

1. 風 力 発 電 設 備 の 設 置 等 に よ る 電 波 の 伝 搬 障 害 

を 回 避 し 電 波 を 用 い た 自 衛 隊 等 の 円 滑 か つ 安 

全 な 活 動 を 確 保 す る た め の 措 置 に 関 す る 法 律 

（ 決 定 ） 

 1. 放 送 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 決 定 ） 

1. 民 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 決 定 ） 

1. 脱 炭 素 成 長 型 経 済 構 造 へ の 円 滑 な 移 行 の た め 

の 低 炭 素 水 素 等 の 供 給 及 び 利 用 の 促 進 に 関 す 

る 法 律 （ 決 定 ） 

1. 二 酸 化 炭 素 の 貯 留 事 業 に 関 す る 法 律 （ 決 定 ） 

 

◎ 政  令 

○ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 

号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 

政 令 （ 決 定 ）      （ デ ジ タ ル 庁 ・ 総 務 省 ） 

〃  ○ 電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 

の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 

政 令 （ 決 定 ）            （ 総 務 省 ） 

〃  ○ 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令   

    （ 決 定 ）               （ 同 上 ） 

 

◎ 人  事 

☆ 財 務 大 臣 鈴 木 俊 一 の 海 外 出 張 に つ い て （ 了 解 ）  
 

資 料  
な し  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
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○ 外 務 大 臣 政 務 官 穂 坂  泰 に エ ル サ ル バ ド ル 国 大 統  
領 就 任 式 典 に 参 列 す る 特 派 大 使 を 命 じ 、 同 大 使 に  
交 付 す べ き 信 任 状 に つ き 認 証 を 仰 ぐ こ と に つ い て  
（ 決 定 ）  

〃  ○ 元 一 等 空 佐 和 久 田 昌 宏 外 １ ２ ９ 名 の 叙 位 又 は 叙 勲 

に つ い て （ 決 定 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

 

資 料  
あ り  
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